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小川町独自事業者支援策の申請はお済みでしょうか 
　町では、新型コロナウイルス感染症による売上減少等の影響を受けている事業者への支援策として、小川町
事業者応援給付金・小川町「新しい生活様式」協力飲食店応援給付金の２つの事業者支援策の受付を行ってい
ます。詳細は、町ＨＰでご確認ください。
小川町事業者応援給付金
　国の持続化給付金の対象にならない事業者への支援策です。
　※国の持続化給付金を申請した事業者や、申請日時点で国の持続化給付金の対象となる事業者の方は対象に
　　なりませんので、ご了承ください。
　交付要件　
　　〇新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から８月までの任意で選択した１か月の売上が、
　　　前年同月比で２０％以上５０％未満減少していること。
　　※前年同月比で５０％以上減少している場合は、国の持続化給付金を活用してください。
　　〇法人の場合は、小川町に本社、本店などの主たる事業所を置いていること。個人事業主の場合は、主に
　　　小川町内で事業を行っていること。
これまで対象となっていなかった以下の事業者を新たに対象としました。
　①　令和２年１月から３月の間に創業した事業者
　②　医療法人、社会福祉法人等の法人税法別表第二に規定する公益法人及び特定非営利活動法人等

　　※その他の要件や必要書類については、町ＨＰでご確認ください。
　給付金額　１事業者につき１０万円
　申請期間　令和２年９月３０日（水）まで（当日消印有効）
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、郵送による申請をお願いします。
小川町「新しい生活様式」協力飲食店応援給付金
　　新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、テイクアウトや出前等の工夫により、町民の外出自粛を促
　す協力的な取組を行い、また今後の営業において、彩の国｢新しい生活様式｣安心宣言を遵守した取組を行っ
　ていく飲食店に対し、給付金を支給します。
　※交付の要件や必要書類については、町ＨＰでご確認ください。
　給付金額　１店舗につき５万円
　申請期間　令和２年９月３０日（水）まで（当日消印有効）
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、郵送による申請をお願いします。
　問合せ　にぎわい創出課 企業支援グループ ☎ ２３１、２３２
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Ｗｉｔｈコロナ時代にマッチした起業スタイル　副業から始める起業セミナー ㏌小川町
セミナーの内容　◆副業するならこんな仕事　　◆副業のメリット・デメリット　
　　　　　　　　◆知っておきたいお金のこと　◆トラブルにならないために　◆小さくても経営者になろう
日　時　９月２５日（金）午前１０時～正午　場　所　リリックおがわ
定　員　２０人（先着）　※セミナー終了後、ご希望の方は１５分程度の個別相談を実施します。
費　用　無料　講　師　池田 史子 氏（中小企業診断士）
対象者　〇副業や起業に興味のある方　〇リスクを抑えて開業したい方
　　　　〇現在お勤め中でこれから起業を志す方
申込み　お電話でお申込みください。
問合せ･申込み　にぎわい創出課 企業支援グループ ☎ ２３１、２３２

ハロウィンジャンボ宝くじ
今年のハロウィンジャンボは、１等・前後賞合わせて５億円
同時発売のハロウィンジャンボミニは、１等１，０００万円

　「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」が、全国で２種類同時発売されます。
発売期間　９月２３日（水）～１０月２０日（火）
　この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のた
めに使われます。
問合せ　政策推進課 財政担当 ☎ ２２３

～小川町平和推進事業～　被爆体験証言者と高校生との共同制作による原爆の絵展
　平和の尊さを知っていただくために、広島市立基

もとまち

町高等学校の生徒と被爆体験証言者との共同制作による
原爆の絵の展示を開催します。あわせて、小川町に残る出征写真等も展示します。
期　日　９月８日（火）～２２日（祝）　場　所　町立図書館　町民ギャラリー
問合せ　総務課 総務秘書担当 ☎ ２１３

��ご結婚おめでとうございます��

新婚さんに３０万円！「小川町結婚新生活支援事業」ご存知ですか？
対象夫婦　
　〇令和２年１月１日～１２月３１日までの間に婚姻した夫婦
　〇婚姻日の年齢がいずれも３４歳以下の方　〇夫婦の前年所得合算額が３４０万円未満　等
※以前から小川町に居住していた夫婦、結婚を機に小川町に転入した夫婦いずれも対象となります。
　詳細については町ＨＰでご確認いただくか、にぎわい創出課　観光・地域ＰＲ担当（役場２階）
　へお問合せください。
対象経費　令和２年１月１日～令和３年２月２８日までの間に支払った住居取得費や賃借料、引越費用
補助件数　１０世帯（先着）
問合せ　にぎわい創出課 観光・地域ＰＲ担当 ☎ ２３４、２３５

地籍調査成果の閲覧を実施します
　昨年度に現地調査を実施した青上地区（大字青山　字:田中・並貝戸・堀北・川久保の一部・木ノ下・谷・谷
上の一部）の土地について、地籍図原図・地籍簿案を作成しましたので、国土調査法第１７条第１項の規定に
より閲覧を実施します。関係する方は必ず閲覧期間内にお越しください。
閲覧場所：青上集落センター
　日　時　９月２日（水）～１１日（金）午前９時～午後５時　＊土・日も実施します。
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
　　め、青上集落センターでの閲覧にかぎ
　　り「字」ごとに閲覧時間を分散させて
　　いただきます。
　※字の異なる複数の土地を所有されている場合は午前、午後とも閲覧することができます。
閲覧場所：建設課 地籍調査担当（役場２階）
　日　時　９月１４日（月）～２３日（水）午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　＊土、日、祝日は実施しません。　※字による分散閲覧はありません。
問合せ　建設課 地籍調査担当 ☎ ２６９

字 閲　覧　時　間
田中・並貝戸・堀北 午前９時～午後１時
川久保・木ノ下・谷・谷上 午後１時～午後５時


